
令和7年4月1日

単位：円　月：３０日

＊R６年4月1日より科学的介護推進体制加算５０円/月加算致します。R6年6月1日より以降①～⑤までの加算算定を開始いたします。(④⑤は対象者のみ)①介護職員処遇改善加算(月の
ご利用総単位数の14%)加算致します。②協力医療機関連携加算５０円/月加算致します。③高齢者施設など感染対策向上加算Ⅱ５０円/月加算致します。④新興感染症など療養費加算２
４０円/日・・コロナ感染施設内療養対象者(最大5日間算定)。⑤退所時情報提供加算２５０円/回・・入院の際に医療機関へ生活支援上の留意点等の情報提供した際の対象者。

第３段階②市町村民税世帯非課税及び配偶者非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金（障害・遺族）合計所得金額の合計が１２０万越えで預貯金５００万(一人世帯）１５００万（配偶者と合わせ）以下の方新設

預金変更

預金変更

変更なし

市町村民税世帯非課税及び配偶者非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金（障害・遺族）合計所得金額の合計が８０万円越え１２０万以下で預貯金５５０万(一人世帯）１５５０万（配偶者と合わせ）以下の方
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・生活保護受給者　・市町村民税世帯非課税で老齢年金受給者は、ご本人様の所得に応じご請求金額が毎月自己負担金額が異なります。

1,445

＊以下の第１段階～第３段階①②の該当の方は介護保険負担限度額認定証をご提示が必要です。＊介護保険負担割合証のご提示が必要です。

＊特別食（心臓病食、糖尿病食など）ご提供させて頂く利用者様は療養食加算6単位/１食を算定（ご請求）させて頂きます。
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市町村民税世帯非課税及び配偶者非課税で、本人の課税年金収入額と非課税年金（障害・遺族）合計所得金額の合計が８０万円以下の方で預貯金６５０万(一人世帯）１６５０万（配偶者と合わせ）以下の方

141,527

＊入所後30日間は初期加算とし30円/1日加算致します。入院後6日間や入所中外泊された場合は基本単価（小規模ﾕﾆｯﾄ型介護福祉施設ｻｰﾋﾞｽ費に替えて外泊加算246円/1日算定致します。
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